
 
 
 
 
 欧州玩具指令 2009/48/EC の一部が改正され、鉛、フェノール、ビスフェノール A の規制が 

 強化されます。 

 欧州向けに玩具を輸出する際は、早めのご準備をお勧め致します。 

 

項目 適用開始日 概要 

鉛 2018 年 10 年 28 日  溶出量の限度値が区分ごとに以下のとおり 

 改正されます 

 改正後 改正前 

区分 1 2.0 mg/kg 13.5 mg/kg 

区分 2 0.5 mg/kg 3.4 mg/kg 

区分 3 23 mg/kg 160 mg/kg 

 検査方法は EN71-3 によります 

 

フェノール 2018 年 11 年 4 日 新たに溶出量と含有量の限度値が設けられます 

区分 限度値（新設） 

溶出量限度 5 mg/L 

含有量限度   10 mg/kg 

検査方法は EN71-10 及び EN71-11 によります 

 

ビスフェノール A 

 

 

2018 年 11 年 26 日 溶出量の限度値が以下のとおり改正されます 

改正後 改正前 

  0.04 mg/L 0.1 mg/L 

検査方法は EN71-10 及び EN71-11 によります 

 

 

   お問合せはこちらまで ☟ 
      一般財団法人 日本文化用品安全試験所  （ブンカケン） 

         東京事業所 化学分析センター TEL：03（3829）2515 

                     E-Mail ： kagaku-tokyo@mgsl.or.jp   

         大阪事業所 化学分析部 TEL：072（968）2228 

                     E-Mail ：kagaku-osaka@mgsl.or.jp  

 

欧州玩具指令 2009/48/EC の一部改正 

 

 

 


